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簡単！
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あなたの年金 簡単便利なねんきんネットで！
ペーパーレス化にしてみませんか？

日本年金機構では、環境にやさしいペーパーレス化を推奨しております。マイナポータルからねん
きんネットを連携することで、簡単にペーパーレス化の設定ができます。「ねんきんネット」とは、お
客様がパソコンやスマートフォンでご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。２４時間いつ
でもご自身の年金情報を確認することができます。この機会に、ペーパーレス化にしてみませんか。

ねんきん定期便のペーパーレス化
（電子版ねんきん定期便） 通知書のペーパーレス化（電子送付）

確定申告の
電子申請に！

データ保管が
簡単！

国民年金保険料控除証明書

ねんきん定期便 公的年金等の源泉徴収票

ねんきんネットはマイナポータルから簡単に登録できます！

連携に
必要なもの
お手元に

ご用意ください。

①スマートフォン ③マイナンバーカード ④数字４桁のパスワード
事前にスマートフォンに
マイナポータルアプリを
インストールしてください。

（例）１ ２ ３ ４
マイナンバーカード受け取り
時に設定した「利用者証明用
電子証明書パスワード」②メールアドレス https : //myna.go.jp

①「マイナポータル」のログイン画面からマイナンバーカードとパスワードを使ってログイン
②トップ画面の「年金」を選択し「トップページ（ねんきんネット）」を選択
③「連携に同意する」をチェックし、「ねんきんネットと連携」を選択

④「メールアドレスを登録・変更する／
ねんきん定期便のペーパーレス化（入力）」
からメールアドレスを入力

⑤「ペーパーレス化する」を選択し
【登録】ボタンをタップ

⑥内容を確認の上
【入力内容を登録する】ボタンをタップ

〉〉〉 〉〉〉 〉〉〉

「ねんきんネット」
と「ねんきん定期
便のペーパーレス
化」の登録完了！

〉〉〉

さらに！ マイナンバーカードをお持ちでなくても
「ねんきんネット」をご利用いただけます。
詳しくはこちら
ねんきんネット 検 索

https : //www.nenkin.go.jp/n_net

ねんきんネットの
「各種設定を変更する」から
「公的年金等の源泉徴収票」や
「国民年金保険料控除証明書」

のペーパーレス化の設定ができます。
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令和６年１０月から
パート・アルバイトの社会保険の加入要件がさらに拡大されます
現在、厚生年金保険の被保険者数が１０１人以上の企業等で週２０時間以上働く短時間労働者は、

厚生年金保険・健康保険（社会保険）の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和６年１０月から厚生年金保険の被保険者数

が５１人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。

～ 加入対象（短時間労働者）の要件 ～
特定適用事業所に勤務する以下の条件にすべて該当する方が加入対象となります。

口 週の所定労働時聞が２０時間以上
口 所定内賃金が月額８．８万円以上
口 ２ヶ月を超える雇用の見込みがある
口 学生ではない

～ 社会保険に加入するメリット ～

年金 老後・障害・死亡の保障がさらに充実！

○給付が上乗せ 基礎年金の他に厚生年金も受け取れます
○保障がワイドに より軽度な障害にも保障が充実

医療保険 あんしんの医療保険がもっと充実！

○傷病手当金 病休期間中、給与の２／３相当を支給
○出産手当金 産休期間中、給与の２／３相当を支給

～ 適用拡大特設サイト ～

厚生労働省ホームページ「適用拡大特設サイト」では、事業主やパート・アルバイ
トの方向けの制度説明動画や、ガイドブック等をご案内しています。
また、年金額・保険料のシミュレーションやその他役立つ情報を掲載しています。

社会保険適用拡大特設サイト https//www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html

現 在

被保険者数
１０１人以上の企業等

令和６年１０月～

被保険者数
５１人以上の企業等

～ 厚生年金保険の被保険者数が５１人以上の企業等とは ～
１年のうち６月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者（短時間労働者は含まない、共済組
合員を含む）の総数（※）が５１人以上となることが見込まれる企業等のことです。
なお、この企業等のことを「特定適用事業所」といいます。
※法人事業所の場合は、同一法人格に属する（法人番号が同一である）すべての適用事業所の被保
険者の総数、個人事業所の場合は適用事業所単位の被保険者数となります。
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令和５年度の決算は収入が１１兆６，１０４億円、支出が１１兆１，４４２億円、収支差は４，６６２億円で前年度から３４３億円
の増加となりました。収入・支出の主な内訳は以下のとおりです。

【収入】
・保険料収入は２，５７７億円増加。賃金の増加が主な要因。

【支出】
・保険給付費は１，９９３億円増加。加入者１人当たり医療給付費が増加したことが主な要因。
・高齢者医療への拠出金等は１，３５８億円増加。団塊の世代が後期高齢者になることにより拠出金額が増加したことが主な要因。

令和５年度の収支は、収入・支出ともに前年度より増加しましたが、主たる収入である「保険料収入＋国庫補助
等」は２，９９５億円増加した一方、主たる支出である「保険給付費＋拠出金等」は３，３５１億円増加しており、支出の方
が収入よりも伸びています。そのため、収支差は実質的には前年度より縮小していることに留意が必要です。

�
�
�
�

その他の支出について、前年度に交付された国庫補助等の精算等による国への返還が生じなかったことにより、令和５
年度は前年度と比較して支出が６８３億円抑制されています。そのため、最終的には、収支差は、名目上、前年度より増加
しています。

�
�
�
�

※ 詳しくは、協会けんぽのホームページをご覧ください。

Ａ．協会けんぽの財政は、以下の理由から楽観を許さない状況です。
・団塊の世代が後期高齢者になることにより高齢者医療への拠出金等の短期的な急増が見込ま
れ、その後も中長期的に高い負担額で推移することが見込まれること。
※ 高齢者医療への拠出金等 令和５年度：２兆１，９００億円 → 令和７年度：２兆５，３００億円

・協会けんぽ加入者の平均年齢上昇や医療の高度化等により保険給付費の継続的な増加が見込ま
れること。
※ 保険給付費 令和５年度：７兆１，５１２億円 → 令和１０年度：７兆６，６００億円

こうした状況を踏まえ、協会は、将来を見据えて、加入者の健康づくりに向けた取組を進めつ
つ、保険財政の持続可能性という観点から、各種医療費適正化対策にも取り組んでまいります。

保険給付費 ６４．２％
協会けんぽが医療機関に支払
う費用や、傷病手当金等の支
払いに要する費用

保険料収入 ８８．７％
被保険者・事業主の皆さまに
納めていただいている保険料

協会事務費 ０．６％

収入
約１１．６兆円

支出
約１１．１兆円

国からの補助金 １１．１％
その他の収入 ０．２％

健診・保健指導経費 １．４％

その他の支出 ０．４％

高齢者医療への
拠出金等 ３３．４％

高齢者の皆さまの医療費の一部
を現役世代が負担しています。

収

入

保険料収入 １０２，９９８（＋２，５７７）
国庫補助等 １２，８７４ （＋４１８）
その他 ２３３ （＋１６）
計 １１６，１０４（＋３，０１１）

支

出

保険給付費 ７１，５１２（＋１，９９３）
拠出金等 ３７，２２４（＋１，３５８）
その他 ２，７０５ （▲６８３）
計 １１１，４４２（＋２，６６８）

単年度収支差 ４，６６２ （＋３４３）

協会けんぽ令和５年度決算（見込み）のお知らせ

令和５年度の決算（見込み）の概要

■ 令和５年度決算（見込み）｜医療分
（単位：億円）

※（ ）内は、対前年度比
※ 支出の「その他」は右図の「健診・保健指導
経費」「協会事務費」「その他の支出」の合計

Q．令和５年度の決算は黒字額が増加しましたが、協会けんぽの財政は今後どのような見通しなのでしょうか？
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協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル

協会けんぽ 事業所

○配付の流れ

協会　太郎　様
協会　花子　様
協会　次郎　様

協会　太郎　様
（被保険者）

協会　花子　様
（被扶養者）

協会　次郎　様
（被扶養者）

電話番号

開設時間

対
応
言
語

資格情報のお知らせをお送りします

令和６年１２月２日より健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナン
バーカード（マイナ保険証）で医療機関等を受診していただく仕組みに移行します。※
このため、全ての加入者様に安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者様ご自

身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、健康保険の諸手続きを行っていただくため、加入者
個人の「資格情報のお知らせ及び加入者情報（マイナンバーの下４桁）」を送付しますので、従
業員様への配付にご理解・ご協力をよろしくお願いします。

※現在お持ちの健康保険証は資格を喪失しない限り、令和７年１２月１日まで使用できます。

対 象 者 協会けんぽの全加入者様
（被保険者・被扶養者）

送付時期 令和６年９月と
令和７年１月

配付方法 個人ごとに封入された被保険者様分と被扶養者様分を従業員（被
保険者）様へ配付願います。

「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」をご利用ください
協会けんぽでは、9月２日から「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」を開設しています。
「マイナ保険証」、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」や「オンライン資格確認」等に関する
お問い合わせ※は、「協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル」をぜひご利用ください。

０５７０‐０１５‐３６９
８時３０分 ～ １７時１５分（土日祝日除く）

●日本語 ●ポルトガル語 ●フランス語 ●モンゴル語
●英語 ●ベトナム語 ●ドイツ語 ●シンハラ語
●中国語 ●タイ語 ●イタリア語 ●ヒンディー語
●韓国語 ●インドネシア語 ●ロシア語 ●ベンガル語
●スペイン語 ●ネパール語 ●マレー語 ●ウルドゥー語
●タガログ語 ●ビルマ語 ●クメール語

※マイナンバー制度やマイナ
ンバーに関する一般的なお
問い合わせは、国のマイナ
ンバー総合フリーダイヤル
（０１２０‐９５‐０１７８）にお願い
します。

健康保険の給付や任意継続等に関する手続き、健診に関するお問い合わせは

北海道支部ホームページ https : //www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/hokkaido/



Ｑ 従業員から妊娠したとの報告を受けま
した。育児休業の取得の意向を確認し、
育児休業給付金や社会保険料の免除など

を本人に説明したところ、育児休業給付金を受
け取りながら、副業先の会社での勤務を休まず
続けられるのか相談されました。本業である当
社で育児休業を取得し、副業は休まず就業する
ことを認めた場合、この従業員は育児休業給付
金を受給できるのでしょうか？

Ａ 育児休業中に就業する場合、育児休業
給付金の支給要件としてその就業が臨時的・一時的なものであり、その後は引き続き育児休業するこ
とが明らかである必要があります。

その就業が一時的・臨時的であるとされるためには、育児休業給付金の一支給単位期間（休業開始日から
起算した１か月ごとの期間）において、就業している日数が１０日（１０日を超える場合は、就業している時間
が８０時間）以下であることが求められます。副業でこの要件を超えて働いてしまうと育児休業給付金が支給
されない可能性があります。また、副業先の会社に毎週固定した曜日に出勤するような働き方は、「臨時
的・一時的なもの」ではないと判断される可能性があり注意が必要です。
育児休業期間中に就業した日数・時間は、「在職中の事業所以外で就業した分も含まれる」とされていま
すので、育児休業給付金の申請書に記載する「就業日数」や「就業時間数」は、副業先の会社で働いた日数
や時間数も正しく記載しなければなりません。

特定社会保険労務士 背戸美樹（せと みき）
銀行、信託銀行、大手監査法人勤務

を経て、adswoff（あぞふ）社会保険
労務士事務所を開業しました。法人向
けコンサルティングに長年従事した経
験を活かし、中小企業の人事労務業務
を幅広く支援しています。
社会保険・労働保険の電子申請をは

じめ、中小企業のバックオフィス業務
のDX化を後押しし、スマートワーク
社会実現の一助となるべく活動しています。

副業しても育児休業給付金は受け取
れる？

育児休業給付金は、以下の要件を満たす従業員を対象に申請します。
⑴ １歳未満（一定の要件をみたす場合は１歳２か月、さらに保育所等に入所できない場合は１歳６か月又は

２歳に達する日まで）の子を養育するために休業を申出し、その申出に基づき事業主が認めた育児休業を
取得する雇用保険の被保険者※２であること

⑵ 育児休業前２年間に賃金支払基礎日数１１日以上の完全月が通算１２か月以上（１２か月ないときは１か月８０時
間以上の月を含める）あること

⑶ 育児休業終了時退職が予定されていないこと
⑷ 期間の定めのある被保険者が休業開始時と同じ事業主に雇用され、その養育する子が１歳に達するまで

（１歳６か月までの間又は２歳に達する日まで）の間に労働契約が満了することが明らかでないこと
⑸ 育児休業中の就業日数が各１か月に１０日以下又は就業時間が８０時間以下であること
⑹ 育児休業中の就業日数に対する賃金※３が休業開始時賃金月額の８割未満であること

※１ 出生時育児休業給付金には、別途要件があります。
※２ 被保険者とは、一般被保険者と高年齢被保険者をいいます。
※３ 雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれません。

育児休業期間中の副業を会社が認めるか否かを判断するにあたり、育児休業は、「１歳未満の子の養育のため
にする休業である」ことを忘れてはいけません。
雇用を継続しながら、子の養育のために休業する間、生計を維持できるよう法律により特別に認められた育児

休業給付金や社会保険料の免除などの制度は、労使双方がこれらの制度の趣旨を十分に理解し、休業する従業員
に代わり職場を支える同僚等への配慮を欠くことなく、適正に利用されることが強く望まれます。
育児休業期間中に副業を望む従業員には、育児休業およびこれに関わるすべての支援制度の趣旨を丁寧に説明

し、副業時の留意点や同僚への配慮等について十分な理解を促すよう努めましょう。

参照条文・参照資料
育児休業給付について
https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/００００１３５０９０_００００１．html
育児休業給付の内容と支給申請手続（令和６年８月１日改訂版）
https : //www.mhlw.go.jp/content/１１６０００００/００１２７６６２９．pdf
育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について
https : //www.mhlw.go.jp/file/０６‐Seisakujouhou‐１１６０００００‐Shokugyouanteikyoku/００００１７８８７７．pdf
Q&A～育児休業休給付～
https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/００００１５８５００．html
令和６年８月１日から支給限度額が変更になります。皆さまへの給付額が変わる場合があります。
https : //www.mhlw.go.jp/content/００１２８１４８１．pdf

労働保険Q&A

■育児休業給付金（出生時育児休業給付金は除く）※１の受給資格と支給要件
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高校卒業まで拡大
支給対象が高校生の年代にまで（１８歳誕生日後の年
度末まで）に拡大され、第３子以降は一律月額３万円
になります。児童手当対象における「高校生の年代」
は、高校に在学していることが条件ではありません。
また、今回の改正では支給対象の「第３子以降」に

関して、上の子（親などからの経済的負担がある状態
であり大学生に限らない）が２２歳誕生日後の年度末ま
でを“第１子”としてカウントする方法へ見直しがさ
れています。つまり第３子以降に対する児童手当３万
円は“第１子”が２２歳になった年度末まで支給される
のです。今回、親などの所得制限も撤廃されることに
なり、支給対象が増えることも大きな改正といえるで
しょう。

児童手当支給は２カ月ごとに
現行の児童手当は年に３回ですから４カ月分まとめ

ての支給になっています。改正後は年に６回（偶数
月）に２カ月分が支給されます。なお、改正後の児童

手当の支給は２０２４年１２月から始まります（２０２４年１０月
と１１月の２カ月分が支給される）。

児童手当を貯め続けると
子どもの教育費は長い子育て期間中かかってきま

す。高校生くらいまでは世帯での収入の中でなんとか
やりくりすることが可能ですが、それ以降の大学など
の進学には多額のお金が必要になってきます。
図の大学の納付金例にあるように私立と国公立では

大きな差があります。文系の私立では４年間トータル
で約４１６万円、私立の工学部では約５５５万円です。一
方、国公立では約２４２万円ですみますが、子どもが国
公立の大学に必ず入学するとは限らないので、私立大
学を想定して教育資金準備をするのが理想です。
ところで、生まれ月により異なりますが、児童手当

を手付かずで貯め続けると約２３０万円（改正後の試

算）になります。これは私立大学（文系）４年間の学
校納付金の半分以上に相当する額です。数カ月ごとに
支給される児童手当を臨時収入とばかりに使わずにコ
ツコツ貯めるようにしましょう。できれば児童手当は
生活費口座と別管理にするのが望ましいです。

ファイナンシャルプランナー
須藤臣（すどう とみ）

銀行、不動産会社の勤務を経
て、１９９６年からファイナン
シャルプランナーとして、講
演や相談業務、原稿執筆など
多方面で活動中。宅地建物取
引士

「投資の超基本」「わかるマンガ マイホームを買い
たい！」（朝日新聞出版）」、「Onlyoneの家つくり」
（北海道新聞社）、「生命保険見直しガイド」（日本実
業出版）など著書・監修が多数

年齢 現行制度（支給額は月額） ２０２４年１０月分から

３歳未満 １５，０００円
１５，０００円

第３子以降３０，０００円

３歳以上
～小学生

１０，０００円
第３子以降１５，０００円 １０，０００円

第３子以降３０，０００円中学生 １０，０００円

高校生の年代 －

所得制限 あり なし

支給 年３回（６月・１０月・２月） 年６回（偶数月）

初年度 ２～４年 合計

Ａ私立大学（経済学部）１，２０４，０００円 ９８７，０００円／年 ４，１６５，０００円

Ｂ私立大学（工学部） １，５５２，０００円１，３３３，０００円／年５，５５１，０００円

国公立大学の例
※入学金と授業料のみ記載

８１７，８００円 ５３５，８００円／年 ２，４２５，２００円

働く人の
ライフ＆マネープラン
１０月からの児童手当の拡充
子育てと教育費については、子どもが生まれてから長

期にわたって継続的に必要となり、子どもが成長するに
つれて費用も増加していきます。少子化が進む中、保育
料の無償化や高校授業料の無償化など子育て世代に対す
る制度の充実が進められています。今年１０月からは児童
手当が高校卒業までに拡充され親などの所得要件も撤廃
することになりました。

児童手当の改正

大学の学校納付金例
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